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▔国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
へ
の 

独
自
給
付
を
ご
存
知
で
す
か

▼
死
亡
一
時
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
、
何
の
年
金
も
受
け

ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
、
子
な
ど
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
金
額
は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
に
応

じ
て
、
12
万
円
〜
32
万
円
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
が
36

か
月
以
上
あ
る
場
合
は
、
８
５
０
０
円
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

▼
遺
族
基
礎
年
金

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
方
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者

②�

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
で
、

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
方

③�
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
ま
た
は
受

給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
る
方

※�

①
②
の
場
合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
（
納
付
猶
予

期
間
・
学
生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
）

を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２
以
上
の

方
を
対
象
と
し
ま
す
。
（
令
和
8
年
4

月
1
日
以
前
に
死
亡
さ
れ
た
場
合
は
、

死
亡
月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
の
１
年

間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
け
れ
ば
受
給

で
き
ま
す
。
）

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
子
の
あ
る
配
偶
者

が
受
け
る
場
合
、
基
本
額
（
78
万
１
０
０

円
）
に
子
の
加
算
額
（
１
人
目
と
２
人
目

は
そ
れ
ぞ
れ
22
万
４
５
０
０
円
、
３
人
目

以
降
は
１
人
に
つ
き
７
万
４
８
０
０
円
）

を
加
え
た
額
で
す
。

　
な
お
、
子
と
は
18
歳
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
子
、
ま
た
は
20
歳
未
満
で
障
が
い

等
級
が
１
・
２
級
の
状
態
に
あ
る
子
を
い

い
ま
す
。

▼
寡
婦
年
金

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含

む
）
が
10
年
以
上
あ
る
夫
が
亡
く
な
ら
れ

た
場
合
に
、
10
年
以
上
婚
姻
関
係
が
継
続

し
て
お
り
、
夫
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
妻
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
期
間
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間

で
、
夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期
間
に
基
づ

い
て
計
算
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４

分
の
３
で
す
。

　
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
障
害
基
礎
年

金
の
受
給
権
者
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
た
、
ま
た
は
妻

自
身
が
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支
給
を

受
け
て
い
る
場
合
、
寡
婦
年
金
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
し
て
受
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　
市
民
課
☎（
275
）６
２
４
１
ま
た

は
堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）７
９
０
０

▔税
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
本
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に
土
地

・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方

に
、
今
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
初
旬
に
送
付
し

ま
す
。

※
免
税
点
未
満
（
課
税
標
準
額
が
土
地
30

万
円
、
家
屋
20
万
円
、
償
却
資
産
１
５
０

万
円
未
満
）
の
場
合
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
納
税
通
知
書
の
固
定
資
産
課
税
明

細
書
に
は
、
土
地
一
筆
、
家
屋
一
棟
単
位

で
そ
れ
ぞ
れ
所
在
地
番
、
面
積
、
税
額
等

を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
に
誤
り

が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
り
、

内
容
に
誤
り
や
疑
問
点
が
あ
っ
た
と
き
は

税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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固
定
資
産
税
等
の
減
免

　
自
ら
住
ん
で
い
る
自
己
居
住
用
資
産
（

土
地
・
家
屋
）
を
所
有
し
て
い
る
方
の
う

ち
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
は
申

請
に
よ
り
当
該
資
産
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
２
分
の
１
が
減
額
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

①�

１
月
１
日
現
在
で
、
所
有
者
が
寡
婦
（

寡
夫
）
、
特
別
障
が
い
者
、
ま
た
は
65

歳
以
上
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

②�

所
有
者
及
び
所
有
者
と
生
計
を
一
に
す

る
す
べ
て
の
方
の
、
前
年
中
の
所
得
金

額
が
所
定
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③�

所
有
者
が
自
己
居
住
用
資
産
以
外
の
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④�

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の
合
計
年

税
額
が
５
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤�

自
己
居
住
用
家
屋
の
延
床
面
積
が
70
㎡

以
下
で
あ
る
こ
と

※
申
請
は
第
1
期
納
期
限
ま
で
に
行
っ
て

　
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行

は
法
令
違
反
で
す
！

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
原
動
機
付
自
転

車
を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車
１
台
ご
と
に
、

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
き
加
入

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
四
輪
車
は
も
ち
ろ
ん
、
車
検
制
度
の
な

い
２
５
０
c
c
以
下
の
バ
イ
ク
（
原
動
機

付
自
転
車
・
軽
二
輪
自
動
車
）
は
有
効
期

限
切
れ
、
か
け
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
市
役
所
で
自
賠
責
保
険
等
の
加

入
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
賠
責
保
険

等
の
各
取
扱
代
理
店
で
加
入
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
０
９
７

▔後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
し
た

▼
大
阪
府
令
和
元
年
度
の
保
険
料
率

　
年
間
保
険
料
（
限
度
額
62
万
円
）=

被

保
険
者
均
等
割
額
（
被
保
険
者
1
人
あ
た

り
５
万
１
４
９
１
円
）
＋
所
得
割
額
（
被

保
険
者
の
所
得
×
所
得
割
率
9
・
90
％
）

▼
保
険
料
の
軽
減

①�

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険
料
の

被
保
険
者
均
等
割
額
（
年
額
５
万
１
４

９
１
円
）
が
表
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
ま

す
。
本
則
7
割
軽
減
の
対
象
の
方
は
、

こ
れ
ま
で
更
に
上
乗
せ
し
て
軽
減
（
8.5

割
、
9
割
）
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
皆

さ
ん
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
今
年
度
か
ら
段
階

的
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
9
割
軽
減
の
対
象
で
あ
っ
た
方
に
つ
い

納税通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください

固定資産税・都市計画税・軽自動車税・自動車税の

問合先
府自動車税コールセンター

問合先　税務課☎（275）6094 ☎0570‐020156

自動車税固定資産税………１期分
都市計画税………１期分
軽自動車税………全期分

納期限は、

5 31月 日
金

所得の判定区分

33万円まで 7割7.75割7,723円（8.5割）

41,192円（2割）

２5,745円（5割）

10,298円（8割） 7割

5割

2割

令和元年度の
軽減後の被保険者
均等割額（軽減割合）

令和２年度の
軽減割合

令和３年度の
軽減割合世帯の総所得金額等

（同一世帯内の被保険者と世帯主）

公的年金等控除額は80万円として計算

33万円＋（28万円
　 ×被保険者の数） まで

33万円＋（51万円
　 ×被保険者の数） まで

当該世帯の被保険者全員の
各所得が0円の場合
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て
は
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支

　
給
や
介
護
保
険
料
の
軽
減
強
化
と
い
っ

　
た
支
援
策
の
対
象
と
な
り
ま
す
。（
た

　
だ
し
、
住
民
税
課
税
世
帯
の
方
は
対
象

　
と
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
年
金
生
活
者

　
支
援
給
付
金
の
支
給
額
は
年
金
保
険
料

　
納
付
実
績
等
に
応
じ
て
異
な
り
ま
す
。）

　
8.5
割
軽
減
の
対
象
の
方
に
つ
い
て
は
、

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
対
象
と
な

　
ら
な
い
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
激
変
緩
和

　
の
観
点
か
ら
、
1
年
間
に
限
り
8.5
割
軽

　
減
を
据
え
置
き
ま
す
。

②�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前

日
に
お
い
て
、
会
社
の
健
康
保
険
や
共

済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ

っ
た
方
は
、
当
面
の
間
、
所
得
割
額
は

課
さ
れ
ず
、
資
格
取
得
後
２
年
間
は
均

等
割
額
の
５
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
な

お
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
均
等
割
額

の
軽
減
割
合
が
8
割
ま
た
は
8.5
割
に
該

当
す
る
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
軽
減
割
合
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保
険
組
合

　
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
は
対
象
と
な
り

　
ま
せ
ん
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課
☎（
275
）６
３
９

２
ま
た
は
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
資
格
管
理
課
☎
０
６（
４
７
９
０
）２

０
２
８

７
月
か
ら
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や

納
付
書
に
よ
る
納
付
）
が
始
ま
り
ま

す
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
は
、
普
通
徴

収
分
に
つ
い
て
は
暫
定
保
険
料
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
４
月
か
ら
６
月
の
間
は
口
座

振
替
や
納
付
書
に
よ
る
納
付
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
過
年
度
分
に
対
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

（
過
年
度
分
に
つ
い
て
は
口
座
振
替
で
き

ま
せ
ん
。
）

　
７
月
中
旬
に
今
年
度
の
保
険
料
決
定
通

知
等
を
送
付
し
ま
す
が
、
普
通
徴
収
だ
け

の
方
は
、
年
間
保
険
料
を
７
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
９
回
で
納
付
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
９
２

▔国
民
健
康
保
険

保
険
料
の
納
付
に
は
口
座
振
替
を

　
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
、
納
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
に
指
定
し
た
口
座
か
ら
自

動
的
に
月
々
の
保
険
料
が
引
き
落
と
さ
れ

る
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
ご
登
録
が
ま
だ
の
方
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
持
っ
て
健
幸
づ
く
り
課
で
手
続

き
し
て
い
た
だ
く
か
、
通
帳
・
通
帳
届
出

印
・
保
険
証
を
持
っ
て
、
指
定
の
金
融
機

関
、
郵
便
局
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
各
窓
口

で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

▔各
種

視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
を
支
え

る
周
囲
の
方
へ 

声
の
広
報
は
ご
存
知
で
す
か
？

　
視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
向
け
に
毎

月
「
声
の
広
報
た
か
い
し
（
Ｃ
Ｄ
版
の
広

報
）
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
各
種
生
活

情
報
を
お
求
め
の
方
へ
お
勧
め
で
す
。
周

囲
に
視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
で
ご
利
用
が

ま
だ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
ぜ
ひ
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
お
求
め
の
場
合
は
、
市
視
覚
障
害
者
福

祉
会
事
務
局
☎
（
262
）
０
５
８
０
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　平成30年度の無料普通ごみ処理券（青）を使い切らずに残されている場合、
15枚（１シート）をトイレットペーパー2ロールに、30枚（２シート）を30リッ
トルのごみ袋1セット（10枚）に交換します。なお、15枚（１シート）に満たない
場合でも、8枚以上あればトイレットペーパー1ロールと交換します。
問合先　生活環境課 ☎（275）6266

日用品と交換します！
平成30年度の余った無料普通ごみ処理券を

午前 10 時～午後 5 時

市役所（別館 1階 会議室 111）
※土・日曜日も実施します。

ご高齢等のために会場に来ることが
難しい場合は、ご相談ください。

5 16 22月 日  ～ 日
木 水

交 換 期 間

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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５
月
15
日
に
市
内
の 

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

放
送
が
流
れ
ま
す

　
地
震
や
津
波
、
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
訓
練

で
、
高
石
市
以
外
の
全
国
の
地
域
で
も
同

様
の
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

放
送
時
間　
午
前
11
時
頃

問
合
先　
危
機
管
理
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
７

支
援
教
育
の
取
組
み

　
市
内
の
小
中
学
校
や
幼
稚
園
等
で
は
、

支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
自
ら
の
可

能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
主
体
的
に
社

会
参
加
・
自
立
す
る
人
間
の
育
成
を
ね
ら

い
と
し
た
支
援
教
育
の
充
実
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
各
学
校
園
の
協
力
体
制
の
も

と
、
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
障
が
い
の
あ

る
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
学
級
に

在
籍
す
る
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に

つ
い
て
も
、
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー

ズ
の
状
況
等
を
的
確
に
把
握
、
課
題
を
明

確
に
し
、
個
々
の
障
が
い
の
状
況
に
応
じ

た
適
切
な
指
導
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
通
級
指
導
教
室
を
設
置
し
、
言

語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
課
題
の
あ

る
子
ど
も
へ
の
支
援
も
進
め
る
と
と
も
に
、

各
学
校
園
の
支
援
教
育
に
か
か
る
指
導
の

充
実
を
図
る
た
め
、
専
門
家
等
に
よ
る
巡

回
相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
引
き
続
き
、
す
べ
て
の
子
ど
も

の
豊
か
な
人
間
形
成
を
め
ざ
し
て
、
と
も

に
学
び
、
支
え
合
い
、
生
き
る
力
を
育
む

教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

問
合
先　
学
校
教
育
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
４

日
本
脳
炎
予
防
接
種
は
、
お
早
め
に
！

　
日
本
脳
炎
は
蚊
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る

感
染
症
で
す
。
海
外
で
は
現
在
も
流
行
し

て
お
り
、
発
症
す
る
と
重
大
な
障
が
い
が

残
っ
た
り
、
死
亡
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

蚊
が
多
く
な
る
前
に
接
種
さ
れ
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

定
期
接
種　
１
期
：
生
後
36
〜
90
か
月
未

満
の
間
に
６
〜
28
日
の
間
隔
で
２
回
接
種

後
、
約
１
年
間
あ
け
て
１
回
接
種
。

２
期
：
９
〜
13
歳
未
満
の
間
に
１
回
接
種
。

救
済
措
置　
▼
平
成
19
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
接
種
未
完
了
の
方
は
、
１
期

３
回
・
２
期
１
回
の
合
計
４
回
の
う
ち
、

未
接
種
分
を
20
歳
未
満
の
間
に
接
種
。

▼
平
成
19
年
4
月
2
日
〜
平
成
21
年
10
月

1
日
生
ま
れ
の
う
ち
1
期
未
完
了
の
方
は
、

未
接
種
分
を
９
〜
13
歳
未
満
の
間
に
接
種
。

場
所　
市
内
指
定
医
療
機
関
（
要
予
約
）

費
用　
無
料

持
ち
物　
母
子
健
康
手
帳
、
予
診
票

問
合
先　
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
☎
（
267
）
１
１
６
０

特
定
健
診
特
別
金
利
定
期
貯
金
の 

ご
案
内

　
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
と
の
協
働
事
業
で
、
期

間
中
に
特
定
健
診
等
を
受
診
し
、
ス
ー
パ

ー
定
期
貯
金
（
10
万
円
〜
１
０
０
万
円
）

を
新
規
で
預
け
る
と
年
０
・
20
％
の
金
利

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

期
間　
令
和
２
年
3
月
31
日
ま
で

対
象　
高
石
市
・
和
泉
市
・
泉
大
津
市
・

岸
和
田
市
・
忠
岡
町
い
ず
れ
か
の
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
40
歳
以
上
の
方

　
詳
し
く
は
、
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
店
頭
の
商

品
概
要
説
明
書
ま
た
は
Ｊ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
［http://w

w
w
.ja-izum

ino.or.jp/

］

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く
の
各
支
店

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

G20大阪サミット開催に伴う交通規制のお知らせ

6 月 28 日・29 日に G20 大阪サミットがインテッ
クス大阪で開催されることに伴い、左記の 4 日間は
高速道路や大阪市内等で大規模かつ長時間の交通規
制を実施します。マイカー利用の自粛・業務用車両
の運行調整にご理解とご協力をお願いいたします。
問合先　G20 大阪サミット関西推進協力協議会　
　　　　☎06（6210）9401

6 月 27 日
～ 30 日 日

Sun.

木
Thu.

交通規制に
ついて詳しく
はこちら▶
［大阪府警ＨＰ］
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特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手

当
に
つ
い
て

▼
特
別
障
害
者
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
者
で
20
歳
以

上
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
と
一
定
期
間

病
院
に
入
院
し
て
い
る
方
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
２
万
７
２
０
０
円
（
２

月
・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
児
で
20
歳
未

満
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
１
万
４
７
９
０
円
（
２
月

・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

※
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま

　
す
。
ま
た
、
申
請
に
は
各
手
当
認
定
用

　
の
診
断
書
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
９
４

被
災
者
生
活
再
建
支
援

　
昨
年
9
月
に
市
内
を
通
過
し
た
台
風
第

21
号
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
に
対
し
て
、

住
宅
の
損
害
程
度
や
再
建
方
法
に
応
じ
た

支
援
金
を
給
付
し
ま
す
。

対
象　
家
屋
が
被
災
し
、
り
災
証
明
の
判

定
が
「
全
壊
」
、
「
大
規
模
半
壊
」
、
ま

た
は
半
壊
以
上
の
判
定
を
受
け
、
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
解
体
し
た
世
帯

上
限
額　
▼
基
礎
額
：
１
０
０
万
円
（
被

災
程
度
に
よ
る
）
、
▼
加
算
額
：
２
０
０

万
円
（
再
建
方
法
に
よ
る
）

申
込
・
問
合
先　
社
会
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
８
３

悪
質
電
話
防
止
装
置
の
無
料
貸
出

　
近
年
、
悪
質
電
話
等
に
よ
る
消
費
者
被

害
・
詐
欺
被
害
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ

の
対
策
の
一
環
と
し
て
市
で
は
、
悪
質
電

話
防
止
装
置
の
無
料
貸
出
を
実
施
し
ま
す
。

貸
出
開
始
日　
6
月
３
日
か
ら
（
予
定
）

対
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方

募
集　
迷
惑
電
話
番
号
か
ら
の
着
信
を
自

動
で
拒
否
す
る
着
信
拒
否
機
30
台
、
相
手

へ
録
音
す
る
旨
の
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
流

し
た
後
に
自
動
で
録
音
を
開
始
す
る
通
話

録
音
機
１
０
０
台
（
い
ず
れ
も
応
募
多
数

の
場
合
、
抽
選
）

申
込
・
問
合
先　
5
月
24
日
ま
で
に
経
済

課
☎
（
275
）
６
１
４
９
窓
口
へ

　　　　　テレビの制作会社を名乗る人から電話があり、「所得は500万
円より上ですか」などと聞かれたが、「答えられない」と言って電話を
切った。後日警察の協力団体を名乗る者から、「テレビ番組に関して電話
がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されている」という電
話があった。（70歳代　女性）
　　　　　消防署の職員を名乗る人の電話で、「１人暮らしか」と聞か
れ、「はい」と答えてしまった。「災害時にすぐに救助できるように確認し
ている」と言われたが不審だ。（女性）

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r「アポ電」かも・・・

知らない番号からの電話に出るのは危険

休館日 土・日曜日、祝日

実在する機関や企業、家族をかたり、家族構成や資産状況等を聞き出そうとする「ア
ポ電」と思われる電話に関する相談が寄せられています。着信番号通知や録音機能を

活用し、誰からの電話か分かった上で電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。心当た
りのない着信に出てしまった場合も、「○○です」と自分の名前を名乗らないことが大切で
す。家族構成や資産状況を聞かれたら、会話を続けず、すぐに電話を切ってください。特に
高齢者等に対しては、家族はもちろん地域でも、身近な人を見守り、様子の変化などに気を
つけましょう。不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センター等にご相談ください。

時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

ポイ
ント

※国民生活センター「見守り新鮮情報　第333号」から抜粋・イラスト黒崎玄

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

事例 1

事例 2

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

５
月
１
日
に
第
１
２
６
代
の
新
し

い
天
皇
が
即
位
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
日
本
初
の
元
号
で
あ
る
６
４
５
年

の
「
大
化
」
に
始
ま
り
２
４
８
を
数

え
る
「
令
和
」
に
元
号
が
改
ま
り
ま

し
た
。

　

さ
て
、
元
号
が
改
ま
り
す
ぐ
の
５

月
３
日
は
、
日
本
国
憲
法
の
施
行
を

記
念
し
国
の
成
長
を
期
す
る
と
し
た

「
憲
法
記
念
日
」
で
す
。
そ
し
て
１

日
～
７
日
ま
で
の
１
週
間
は
「
憲
法

週
間
」
で
、
本
年
の
5
月
号
は
、
改

元
に
ち
な
ん
で
憲
法
と
天
皇
に
つ
い

て
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　

始
め
に
、
明
治
22
年
に
制
定
さ
れ

た
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
、
主
権
は

天
皇
に
あ
る
と
定
め
ら
れ
、
憲
法
が

定
め
る
権
利
は
、
天
皇
が
与
え
る

「
臣
民
の
権
利
」
で
あ
り
、
法
律
の

範
囲
内
に
と
ど
ま
り
、
議
会
や
内
閣

の
役
割
も
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
日
本
は
第
２
次
世
界
大
戦

へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
20
年
８
月
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
を
受
け
入
れ
連
合
国
に
降
伏
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
は
民
主
化

の
中
で
新
し
い
憲
法
の
制
定
に
着
手

し
、
議
会
の
審
議
を
経
て
、
昭
和
21

年
11
月
３
日
に
日
本
国
憲
法
と
し
て

新
た
な
憲
法
が
公
布
さ
れ
、
翌
年
の

５
月
３
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
っ
た
く
新
し
く
な
っ
た
日
本
国

憲
法
は
、
国
民
主
権
を
基
礎
と
す
る

憲
法
で
、
国
政
は
国
民
の
代
表
者
が

行
い
、
天
皇
は
国
政
に
関
す
る
権
能

を
持
た
ず
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
国

事
行
為
の
み
を
行
な
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
具
体
的
に
憲
法
の
条
文
に

沿
っ
て
見
て
い
く
と
、
第
１
章
の
第

１
条
に
は
、
「
天
皇
は
、
日
本
国
の

象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴

で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の

存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
」

と
あ
り
ま
す
。
第
３
条
に
は
、
「
天

皇
の
国
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為

に
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要

と
し
、
内
閣
が
、
そ
の
責
任
を
負

ふ
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
第
4
条

で
は
「
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め

る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
、

国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
」

と
あ
り
ま
す
。
以
下
第
６
条
で
天
皇

の
任
命
行
為
、
第
７
条
で
天
皇
の
国

事
行
為
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定

め
て
い
ま
す
。

任
命
行
為
：
国
会
の
指
名
に
基
づ
く
、

内
閣
総
理
大
臣
の
任
命
・
内
閣
の
指

名
に
基
づ
く
、
最
高
裁
判
所
の
長
た

る
裁
判
官
の
任
命

国
事
行
為
：
憲
法
改
正
・
法
律
・
政

令
及
び
条
約
を
公
布
、
国
会
の
召
集
、

衆
議
院
の
解
散
、
国
会
議
員
の
総
選

挙
の
施
行
の
公
示
、
国
務
大
臣
等
の

任
免
等
の
認
証
、
大
赦
・
特
赦
・
減

刑
・
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
の

認
証
、
栄
典
の
授
与
、
条
約
の
批
准

書
及
び
そ
の
他
の
外
交
文
書
の
認
証
、

外
国
の
大
使
及
び
公
使
の
接
受
、
儀

式
の
挙
行

　

な
お
、
天
皇
の
仕
事
に
は
こ
の
よ

う
に
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
公
務
（
国

事
行
為
）
の
ほ
か
に
、
憲
法
に
は
書

か
れ
て
い
な
い
、
象
徴
と
し
て
の
公

的
な
活
動
（
公
的
行
為
）
が
あ
り
ま

す
。
来
日
し
た
外
国
の
元
首
を
も
て

な
し
た
り
、
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

様
々
な
分
野
で
活
躍
さ
れ
る
人
を
ね

ぎ
ら
わ
れ
た
り
、
戦
没
者
の
追
悼
、

自
然
災
害
の
被
災
地
の
お
見
舞
い
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
憲
法
を
め
ぐ
る
改
正
論

議
等
様
々
な
動
き
に
、
私
た
ち
は
関

心
を
持
っ
て
注
視
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
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憲法と天皇の関わり

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
の 

購
入
費
用
を
一
部
助
成

　
雨
水
貯
留
タ
ン
ク
は
、
集
中
豪
雨
時
の

急
激
な
雨
水
流
出
を
抑
え
、
浸
水
被
害
を

緩
和
し
、
貯
め
た
水
は
庭
木
の
散
水
な
ど

で
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
水
道
料
金
や
下

水
道
使
用
料
の
節
約
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ま
た
、
非
常
時
の
生
活
用
水
（
飲
用
を

除
く
）
に
も
利
用
で
き
ま
す
。
雨
水
貯
留

タ
ン
ク
の
設
置
を
お
考
え
の
方
は
、
購
入

前
に
上
下
水
道
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
住
宅
を
所
有
さ
れ
、
1
基

あ
た
り
の
容
量
が
80
ℓ
以
上
の
雨
水
貯
留

タ
ン
ク
を
購
入
さ
れ
て
6
か
月
以
内
の
方

※
賃
貸
住
宅
の
場
合
も
土
地
・
建
物
の
所

　
有
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
設
置
で
き
ま
す
。

助
成
額　
購
入
費
の
３
分
の
２
に
相
当
す

る
額
と
貯
留
容
量
（
ℓ
）
×
２
０
０
円
の

額
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額

を
助
成
。
（
上
限
4
万
円
）

申
込
・
問
合
先　
11
月
29
日
ま
で
に
上
下

水
道
課
☎
（
275
）
６
４
１
９
へ


